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● 自転車の交通ルールに関する正誤問題における正答率

● 自転車の交通ルールについて「守れている」と回答した者の割合

※「自転車の交通ルールに関するアンケート調査報告書」（2023年８月警察庁委託事業）より

※ 項目の表記については、アンケートで実施したものから一部編集している。


